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空家法改正の概要

令和5年12月、今後更に空き家の増加が見込まれることから、空き家対策を強化するため
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部が改正されました。

資料４
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法改正に伴う市の対応について

①空家等管理活用支援法人の指定（R6年4月～）

②管理不全空家に対する指導（R6年4月～）

③空家等活用促進区域の指定（R6年度以降）

空家法改正に伴い、新たに市で取り組む事業等を次のとおり計画しています。



①空家等管理活用支援法人の指定(その1)
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伊賀市空家等管理活用支援法人の指定に関する要綱を定め、事業者の募集、審査を経て、
指定を行います。

■指定の背景

所有者や近隣住民からの相談は毎月30件以上あり
年々増加しています。空き家に関する相談窓口は主
に市役所しかなく、気軽に相談できる場所が不足し
ていることが課題となっています。

■目的、狙い

指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい
環境を整備し、市の空き家相談窓口の補完的な役割
を果たしてもらうことにより、所有者の利活用や除
却を推進させることを目的とします。

■スケジュール

令和6年3月 指定に関する事務取扱要綱の策定

4月以降 事業者の募集

【制度イメージ】



①空家等管理活用支援法人の指定(その２)
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■指定法人の具体的な業務内容

項目 指定可能な業務
（国ガイドライン）

市が指定
する業務

備考

①相談支援 所有者に対し管理活用の情
報提供、相談

〇 空き家所有者、活用希望者の相談窓口を
常設（HP、電話窓口開設）

②管理支援 定期的な空き家の状態確認、
草刈り等の管理支援

— H28より空き家等維持管理サービス事業
者登録制度を運用中（シルバー等）

③所有者探索 空き家所有者の探索 — R2より三重県司法書士会と連携協定に基
づく業務委託を行っている

④調査研究 管理活用に関する調査研究 — 当面は市で取り組む予定

⑤普及啓発 管理活用に関する普及啓発 〇 空き家相談会、空き家終活セミナー等の
開催



②管理不全空家に対する指導
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従来の特定空家に加え、「管理不全空家」を判定し、所有者に対する指導を開始します。勧告対象
者には財務部と連携のうえ固定資産税の住宅特例解除を行います。実施に向けて関連する条例改正
の手続きを進めています。

「管理不全空家」とは
放置すれば特定空家になる恐れ
のある空き家で、屋根や壁の一
部が破損したり雑草が生い茂っ
ている状態のもの等



③空き家等活用促進区域の指定（その1）
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中心市街地等に空き家が集積していることから、重点的に空き家の活用を図るエリアを定め、
規制の合理化等により空き家の活用を促します。
指定にあたっては、建築基準法上の規制緩和の範囲や誘導するためのインセンティブ事業創

設などの検討が必要となるため、庁内検討チームを立ち上げて指定に向けた検討を開始します。
7年度の指定を目指します。



③空き家等活用促進区域の指定（その2）
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④空き家活用促進区域等の具体的な施策検討
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■課題

・所有者の活用や管理に対する意識が必ずしも十分といえない状態

・所有者が相談できる環境が少なく、具体的な活用方法等がわからない

・空き家を活用したい人（事業者）が探索しにくい、また空き家への魅力を感じにくい状況

・空き家を改修する場合、旧耐震の建物は耐震補強が必要となり工事費が高額となる

・下水道未整備エリアの場合、合併浄化槽の設置、入れ替えが困難な場合がある

・管理状態を問わず、空き家が立っていれば固定資産税の住宅特例が適用されている 等々

■具体事業（一例）

・エリアを絞って、空き家活用支援法人などによる所有者への活用提案を行う

・活用事業者向けの空き家（空き店舗）バンクを充実させる

・都計法や建築基準法の規制緩和を検討する

・空き家活用補助金、浄化槽補助金の上乗せ等インセンティブをつくる

・NIPPONIAのような付加価値を付けた一般住宅のリノベーションを進める
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